
岩手県医療局医師奨学資金貸付（一般枠・産婦人科特別枠）について

１ 目的

将来、岩手県立病院及び地域診療センター（以下「県立病院等」という。）の医師として業務

に従事しようとする医学生に対して奨学金の貸し付けをすることにより、医学生の修学を容易に

し、県立病院等の医師の充実を図ることを目的としています。

２ 貸付対象、貸付金額、貸付期間及び貸付方法

(１) 貸付対象及び貸付金額

ア 一般枠

(ア) 国公立大学及び東北医科薬科大学医学部修学資金Ｂ方式入学者：月額 20 万円

(イ) 私立大学（東北医科薬科大学のうち上記(ア)の入学者を除く）：月額 30 万円

(ウ) 大学院生：月額 20 万円

イ 産婦人科特別枠

月額 40 万円（国公立大学医学部入学者及び東北医科薬科大学医学部修学資金Ｂ方式の入

学者を除く。）

(２) 貸付期間

ア 医学部生 原則として大学卒業の月までの間

イ 大学院生 原則として大学院修了の月までの間

(３) 貸付方法

(１)の貸付金額を(２)による期間、毎月貸し付けます。

３ 貸付の申請（面接による採否の決定後に提出）

奨学資金の貸付けを受けようとする場合は、次の書類を提出するものとします。

(１) 医療局医師奨学資金貸付申請書（様式第１号）

(２) 保証人連署の誓約書（印鑑登録証明書を添付のこと）（様式第２号）

(３) 個人情報の収集及び利用に係る同意書

(４) 医療局医師奨学資金振込口座届出書

※ 振込口座は普通口座としてください。貯蓄口座は使用できません。

(５) 振込口座に係る通帳の写し（銀行名、名義人、口座番号がわかる部分）

(６) 医療局医師奨学資金貸付制度に係る確認書

※ 医療局医師奨学資金貸付制度について説明を受けたことを確認するものです。

制度の説明は面接試験時に行います。

４ 保証人
奨学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人２名が必要となります。

連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で、父母がいる場合、連帯保証人のうち１名は父又

は母とします。

なお、貸付決定後に連帯保証人連署の誓約書を提出していただきます。

５ 貸付けの決定

書類審査及び面接試験により、貸付けすることを決定した場合は、奨学生採用通知書により申

込者に通知します。

なお、不適当と認めた場合は、奨学資金貸付不承認通知書により、申込者に通知します。

６ 貸付けの廃止

奨学資金の貸付けを受けた者（以下「奨学生」という。）が次の各号のいずれかに該当すると

きは、奨学資金の貸付けを廃止します。

概要



(１) 退学したとき。

(２) 心身の故障のため、修学の見込がなくなったと認められるとき。

(３) 学業成績が著しく不良となったとき。

(４) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(５) 死亡したとき。

(６) その他奨学資金貸付の目的を達成する見込がなくなったと認められるとき。

７ 貸付けの休止

奨学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学または停学処分を受けた日の属する

月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、奨学資金の貸付けを行わないものとします。

８ 返還

奨学生が次の事由に該当する場合には、医師免許取得日の属する年の４月から年９％の利息相

当額を貸付金額に合算した額を即時返還しなければなりません。

(１) 上記６により貸付けを廃止されたとき。

(２) 医師国家試験合格後、直ちに岩手県内の臨床研修病院で臨床研修を開始しなかったとき。

(３) 岩手県内の臨床研修病院で臨床研修を修了しなかったとき。

(４) 臨床研修修了後（奨学生のうち大学院生で既に臨床研修を修了している場合は、大学院修

了後）、速やかに医療局長が指定する県立病院等の業務につかなかったとき。

(５) 県立病院等を退職したとき。

９ 返還利息の算定

上記８に記載されている利息相当額とは、医師免許取得日の属する年の４月から、それまでの

貸付総額に対して算定します。医師免許取得前に即時返還することになった場合は、利息相当額

は算定されません。

10 返還免除

奨学生が、次に該当する場合には奨学資金の返還債務の全部または一部が免除されます。

(１) 岩手県内の臨床研修病院における臨床研修の２年間及び医療局長が指定する県立病院等

において医師の業務に従事した期間が通算して奨学資金の貸付けを受けた期間の 1.5 倍に

相当する期間に達したときは、貸付額及び利息相当額の全部。

ただし、産婦人科特別枠により６年間、月額 40 万円の貸付けを受けた者で、岩手県内の

臨床研修病院における臨床研修を修了後、分娩を取り扱う産科医療を含む産婦人科の業務に

従事しなかった場合は、条例第９条第２項の規定により、返還等の免除となる在職期間は 12

年間になります。（在職期間は貸付年数により異なります。）

(２) 前号に該当する場合のほか、次のいずれかに該当するときは、貸付額及び利息相当額の一

部（在職期間に応じて免除となります。）。

ア 通算して１年以上岩手県内の臨床研修病院で臨床研修を受けたとき。

イ 臨床研修を修了後、通算して１年以上県立病院等の医師の業務に従事したとき。

(３) その他奨学資金を返還し難い特別の事情があると医療局長が認めるとき。

11 返還の猶予

奨学生が、次のいずれかの理由に該当するときは、当該理由の継続する期間、奨学資金の返還

を猶予します。(３)又は(４)の事由に該当する時は、事前に奨学資金返還猶予申請書を提出す

る必要があります。

※ (３)の事由に該当する猶予期間は、局長が特別の事情があると認めた場合を除き、通算し

て６年を限度とします。

(１) 岩手県内の臨床研修病院において臨床研修を受けているとき。

(２) 県立病院等において医師の業務に従事しているとき。

(３) 医学生が大学を卒業後、大学の研修室その他の医学に関する研究機関において研究すると

き。



(４) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

12 借用証書

貸付けが完了したときは、貸付けを受けた奨学資金の総額に対する奨学資金借用証書を提出し

ていただきます。

なお、上記８及び上記 10 により債務が消滅した場合には、当該借用証書は返還されます。

13 健康・修学状況の確認

奨学生は、毎年３月中の受診に係る健康診断書及び当年度の学業成績表を、４月 15 日までに

医師支援推進室に提出してください。

※ 書類の提出がないと継続貸付の可否の判断ができず、次年度の貸付けを行うことができま

せんのでご留意ください。

14 届出

(１) 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届を提出する必要

があるので、医師支援推進室までご連絡ください。

(２) 次に該当する場合は、必ず担当まで連絡してください。

ア 氏名または住所を変更したとき。

イ 退学したとき。

ウ 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

エ 休学し、または停学の処分を受けたとき。

オ 復学したとき。

カ 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき。

キ 医師免許を取得したとき。

(３) 奨学生は、保証人の死亡、破産手続開始の決定等により保証人を変更するときは、連帯保

証人変更届を提出する必要があるので、医師支援推進室までご連絡ください。

15 臨床研修病院の指定

大学卒業後の臨床研修は、岩手県内の臨床研修病院で行うこと。

※ 臨床研修期間は義務履行期間となり、岩手県内の臨床研修病院で臨床研修を行わなかった

場合は奨学資金の返還が必要となります。


